
○岡谷市空き家総合整備事業補助金交付要綱 

令和５年３月２４日 

告示第１９号 

岡谷市老朽危険空き家対策補助金交付要綱（平成２９年岡谷市告示第１３号）の全部を

改正する。 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、市民生活の安全安心と良好な生活環境を確保し、空き家に関する施

策を総合的に実施するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、岡

谷市補助金等交付規則（昭和４９年岡谷市規則第１３号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条　補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者（個人に限

る。）とする。 

(1) 空き家の登記事項証明書（未登記の場合は、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納

税通知書）に所有者として記録されている者又は所有者が死亡している場合はその相

続人（以下「所有者等」という。） 

(2) 市税を滞納していない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員でない者 

（補助対象事業等） 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交

付の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）、補助金の交付の対象とな

る経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、次の表のとおりとする。 

 補助対象事業 補助対象空き家 補助対象経費 補助金の額

 老朽危険空き家対策

事業

次のいずれにも該当

する空き家とする。 

(1)　市内に所在する

１年以上使用され

ていない一戸建て

解体業者等に依頼し

て行う空き家の解体

工事（建設工事に係る

資材の再資源化等に

関する法律（平成１２

補助対象経費と次に

掲げる補助対象空き

家の区分に応じ、当該

空き家の延べ面積に

それぞれ当該各号に



 の建物で、延べ床面

積の２分の１以上

が居住の用に供さ

れていたもの 

(2)　住宅地区改良法

（昭和３５年法律

第８４号）第２条第

４項に規定する不

良住宅と同等の建

物 

(3)　建物が倒壊した

場合において、当該

建物が敷地の境界

を越え、隣接する道

路及び敷地に対し

て影響を及ぼすお

それがあるもの 

(4)　個人が所有する

建物 

(5)　所有権以外の権

利が設定されてい

ない建物。ただし、

所有権以外の権利

者が当該建物を解

体することについ

て承諾している場

合は、この限りでな

い。

年法律第１０４号）の

規定に基づき、適正な

分別解体、再資源化等

を実施するものに限

る。）に係る費用であ

って、次の工事を除く

ものとする。 

(1)　空き家の一部を

解体する工事 

(2)　他の制度等に基

づく補助金等の交

付の対象となる工

事

定める額を乗じた額

とを比較し、いずれか

少ない方の額に１０

分の８を乗じて得た

額の２分の１以内と

し、５０万円を限度と

する。ただし、補助金

の額に１，０００円未

満の端数がある場合

は、これを切り捨てる

ものとする。 

(1)　木造　補助金の

交付を申請する年

度の国土交通省住

宅局所管事業の不

良住宅等除却費に

定める木造住宅に

おける１平方メー

トル当たりの除却

工事費の上限額 

(2)　非木造　補助金

の交付を申請する

年度の国土交通省

住宅局所管事業の

不良住宅等除却費

に定める非木造住

宅における１平方

メートル当たりの

除却工事費の上限

額



（事前調査申請） 

第４条　老朽危険空き家対策事業の補助金の交付を受けようとする者は、当該交付を受け

ようとする者が所有し、又は管理する建物が前条の表に規定する補助対象空き家に該当

するか否かについて、あらかじめ市長の判定を受けなければならない。 

２　前項に規定する判定は、老朽危険空き家対策事業事前調査申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 所有者等であることを証する書類 

(2) 位置図（付近見取図）及び現況写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

３　市長は、前項の申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、補助対象空き家

に該当するか否かを判定し、老朽危険空き家対策事業交付対象判定通知書（様式第２号）

により当該申請者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第５条　補助金の交付を受けようとする者は、岡谷市空き家総合整備事業補助金交付申請

書（様式第３号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当

該各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(1) 老朽危険空き家対策事業 

ア 空き家の使用状況報告書（様式第３号の２） 

イ 登記事項証明書又は所有者等を確認できる書類 

ウ 補助対象事業に係る見積書の写し 

 空き家家財等処分事

業

個人が所有する建物

で、岡谷市空き家・特

定住宅用地情報バン

ク実施要綱（平成２６

年岡谷市告示第３０

号）第４条第２項の規

定により岡谷市空き

家・特定住宅用地情報

バンク登録台帳に登

録された建物

処分業者等に依頼し

て行う空き家の屋内

部分に係る残置物の

処分に係る費用

補助対象経費の２分

の１以内とし、１０万

円を限度とする。ただ

し、補助金の額に１，

０００円未満の端数

がある場合は、これを

切り捨てるものとす

る。



エ 市税の納税証明書の写し 

オ 補助対象空き家の権利者の承諾書（第３条の表に規定する補助対象空き家第５号た

だし書に該当する場合に限る。） 

カ その他市長が必要と認める書類 

(2) 空き家家財等処分事業 

ア 岡谷市空き家・特定住宅用地情報バンク登録完了通知書の写し 

イ 補助対象事業に係る見積書の写し 

ウ 市税の納税証明書の写し 

エ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条　市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認め

るときは、補助金の交付を決定し、岡谷市空き家総合整備事業補助金交付決定通知書（様

式第４号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

２　前項の規定により交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、同一会計

年度内において、複数の空き家を補助対象事業とした補助金の交付を受けることができ

ない。 

３　交付決定者が第１項の規定による補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合

は、補助金を交付しない。 

（補助対象事業の変更に係る承認の申請） 

第７条　交付決定者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ岡谷

市空き家総合整備事業補助金変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

２　前項の申請については、第５条の規定を準用する。この場合において、添付する書類

は、当該変更に係る書類に限るものとする。 

３　市長は、第１項に規定する申請書の提出があった場合は、前条第１項の規定により行

った交付決定の内容を変更することができる。 

４　市長は、前項に規定する変更を行った場合は、岡谷市空き家総合整備事業補助金変更

承認通知書（様式第６号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条　交付決定者は、補助対象事業が完了した日から起算して３０日以内又は当該完了



した日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、岡谷市空き家総合整備事業

補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

(1) 契約書又は請書等の写し（契約日及び契約額が確認できる書類） 

(2) 補助対象事業に係る領収書の写し 

(3) 着手前及び完了後が確認できる写真 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条　市長は、前条に規定する実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認

めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、岡谷市空き家総合整備事業補助金確定通

知書（様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１０条　交付決定者は、前条の通知を受けた日から起算して１５日以内又は通知を受け

た日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、岡谷市空き家総合整備事業補

助金請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の請求書に基づき、交付決定者に補助金を交付するものとする。 

（取消し及び返還） 

第１１条　市長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けた者に対し、当

該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２　市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付し

ているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第１２条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行の際、現に改正前の岡谷市老朽危険空き家対策補助金交付要綱の規定

に基づき実施している事業については、なお従前の例による。 

附　則 



（施行期日） 

１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第３号の２（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第１０条関係） 


